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平成２１年７月２１日判決言渡

平成２０年（行ケ）第１０２４３号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成２１年７月１６日

判 決

原 告 X

訴訟代理人弁護士 松 田 純 一

同 鈴 木 英 之

同 佐 久 間 幸 司

同 大 橋 君 平

同復代理人弁護士 伊 藤 卓

同 西 村 公 芳

訴訟代理人弁理士 滝 口 昌 司

同 大 津 洋 夫

被 告 ペ パ ー レ ッ ト 株 式 会 社

訴訟代理人弁護士 卜 部 忠 史

同 中 島 雪 枝

同 山 内 宏 光

同復代理人弁護士 小 嶋 順 平

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

特許庁が無効２００７－８００１７７号事件について平成２０年５月２７日

にした審決を取り消す。

第２ 事案の概要
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１ 本件は，被告が特許権者であり発明の名称を「動物用排尿処理材」とする特

許第２５３４０３１号の請求項１～５について，原告が平成１９年８月２８日

付けで無効審判請求（無効２００７－８００１７７号事件，以下「本件無効審

判請求」という ）をしたところ，特許庁が平成２０年５月２７日付けで請求。

不成立の審決（以下「本件審決」という ）をしたことから，原告がその取消。

しを求めた事案である。

なお，本件特許に関し，本件無効審判請求に先立つ平成１９年８月１７日付

けで株式会社大貴（以下「訴外会社」という ）から請求項１～５について無。

効審判請求（無効２００７－８００１６６号事件，以下「別件無効審判請求」

という ）がなされ，その中で訴外会社が平成２０年４月２４日付けで訂正請。

求をしたところ，特許庁は，本件審決後の平成２０年６月２４日付けで，上記

訂正を認めた上，請求不成立の審決（以下「別件審決」という ）をしたこと。

から，訴外会社がその取消しを求めた審決取消請求事件が当庁に係属し（知財

高裁平成２０年（行ケ）第１０２８８号 ，本件訴訟と並行して審理が進めら）

れている。

２ 争点は，①本件無効審判請求には別件無効審判請求における訂正請求の内容

を通知等しなかった手続上の違法があるか，②本件特許の請求項１～５に係る

発明が 下記引用例との関係で新規性 特許法２９条１項３号 又は進歩性 特， （ ） （

許法２９条２項）を有するか，③本件特許に係る明細書に実施可能要件違反が

あるか（平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条〔以下「旧３６

条」という 〕４項 ，等である。。 ）

記

・特開平６－３１５３３０号公報（発明の名称「動物の排泄物処理材並びに

その製造方法及び装置 ，出願人 株式会社大貴，公開日 平成６年１１月」

１５日，甲１。以下「甲１刊行物」といい，これに記載された発明を「甲

１発明」という ）。
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・特開平６－２３７６６１号公報（発明の名称「茶殻を使用する動物の排泄

物処理材 ，出願人 株式会社大貴〔訴外会社 ，公開日 平成６年８月３０」 〕

日，甲２。以下「甲２刊行物」といい，これに記載された発明を「甲２発

明」という ）。

・ＷＯ９３／１４６２６（発明の名称「動物の排泄物処理材及びその製造方

法 ，出願人 株式会社大貴〔訴外会社 ，国際公開日 １９９３年〔平成５」 〕

年〕８月５日，甲３。以下「甲３刊行物」といい，これに記載された発明

を「甲３発明」という ）。

・特開平５－３２８８６６号公報（発明の名称「動物の排泄物処理材及びそ

の製造方法 ，出願人 株式会社大貴〔訴外会社 ，公開日 平成５年１２月」 〕

１４日，甲４。以下「甲４刊行物」といい，これに記載された発明を「甲

４発明」という ）。

〈判決注〉上記旧３６条４項の規定は，次のとおり。

「４ 前項第三号の発明の詳細な説明には，その発明の属する技術の分野における

通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に，その発明の目

的，構成及び効果を記載しなければならない 」。

第３ 当事者の主張

１ 請求の原因

(1) 特許庁における手続の経緯

ア 被告は，平成６年１２月２９日，名称を「動物用排尿処理材」とする発

明について特許出願（特願平６－３３９９７５号）をし，平成８年６月２

７日に特許第２５３４０３１号として設定登録を受けた（請求項の数５。

以下「本件特許」という。特許公報は甲１１ 。）

イ これに対し原告が，平成１９年８月２８日付けで本件特許の請求項１～

（ ） ， ，５について特許無効審判請求 本件無効審判請求 をしたので 特許庁は

同請求を無効２００７－８００１７７号事件として審理した上，平成２０
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年５月２７日 「本件審判の請求は，成り立たない」旨の審決をし，その，

謄本は平成２０年６月６日原告に送達された。

ウ 一方，訴外会社である株式会社大貴は，本件無効審判請求に先立つ平成

１９年８月１７日，同じく本件特許の請求項１～５について特許無効審判

請求（別件無効審判請求）をし，同請求は無効２００７－８００１６６号

事件として審理されたが，その中で訴外会社は平成２０年４月２４日付け

（ ） ，で特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正請求 甲１７ をしたところ

特許庁は，本件審決後の平成２０年６月２４日付けで，上記訂正を認めた

上 「本件審判の請求は，成り立たない」旨の審決（別件審決）をし，そ，

の謄本は平成２０年６月３０日訴外会社に送達された。

(2) 発明の内容

ア 本件特許の請求項１～５（以下順に「本件発明１」～「本件発明５」と

いい，これらを総称して「本件発明」という ）は，次のとおりである。。

・ 請求項１】【

吸水性を有する動物用排尿処理材であって，上記処理材が排尿を吸

収すると核部分の色を露見せしめる表層にて被覆されていることを特

徴とする動物用排尿処理材。

・ 請求項２】【

上記核部分が表層より暗色系の顔料又は染料にて着色されているこ

とを特徴とする請求項１記載の動物用排尿処理材。

・ 請求項３】【

上記核部分が無機顔料を含有していることを特徴とする請求項１記

載の動物用排尿処理材。

・ 請求項４】【

上記核部分が水溶性の顔料又は染料にて着色されていることを特徴

とする請求項１記載の動物用排尿処理材。
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・ 請求項５】【

上記核部分が白色度の低いパルプから成り，表層が白色度の高いパ

ルプから成ることを特徴とする動物用排尿処理材。

イ なお，平成２０年６月２４日になされた別件審決において認められた，

訂正後の発明の内容は，以下のとおりである（下線部は訂正部分 。）

・ 請求項１】【

吸水性を有する動物用排尿処理材であって，上記処理材が排尿を吸

収すると核部分の色を露見せしめる表層にて被覆した複合層構造を有

し，該排尿を吸収した表層を通し該露見が得られ，上記複合層構造に

して排尿の有無を判別する構成を有することを特徴とする動物用排尿

処理材。

・ 請求項２】【

上記核部分が表層より暗色系の顔料又は染料にて着色されているこ

とを特徴とする請求項１記載の動物用排尿処理材。

・ 請求項３】【

上記核部分が無機顔料を含有していることを特徴とする請求項１記

載の動物用排尿処理材。

・ 請求項４】【

上記核部分が水溶性の顔料又は染料にて着色されていることを特徴

とする請求項１記載の動物用排尿処理材。

・ 請求項５】【

上記核部分が白色度の低いパルプから成り，表層が白色度の高いパ

ルプから成ることを特徴とする請求項１記載の動物用排尿処理材。

(3) 審決の内容

ア 審決の内容は，別添審決写しのとおりである。その理由の要点は，①本

件発明１～本件発明４は，甲１発明～甲４発明と同一ではない（特許法２
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９条１項３号 ，②本件発明１～本件発明５は，甲１発明～甲４発明に基）

づいて容易に想到できたとはいえない（特許法２９条２項 ，③本件特許）

明細書の発明の詳細な説明に当業者が容易に実施することができる程度に

その発明の目的，構成及び効果が記載されていないということはできない

（特許法旧３６条４項 ，というものである。）

イ なお，審決が認定した甲１発明～甲４発明の内容，本件発明１と甲１発

明～甲４発明との相違点は，次のとおりである。

〈甲１発明～甲４発明の内容〉

「吸収性を有する動物用排尿処理材であって，上記処理材が，核部分

を有し，該核部分が表層にて被覆されている動物用排尿処理材 」。

〈相違点〉

本件発明１は，表層が，排尿を吸収すると核部分の色を露見せしめる

のに対し，甲１発明～甲４発明にはそのような構成がない点。

(4) 審決の取消事由

しかしながら，審決には以下のとおりの誤りがあるから，違法として取り

消されるべきである。

ア 取消事由１（手続上の誤り）

本件特許は，別件無効審判請求事件（無効２００７－８００１６６号事

件）において，平成２０年４月２４日付けで訂正請求がなされている。そ

して，特許第２５３４０３１号として存在することができる特許は一つだ

けであるから，ある無効審判請求事件の審理係属中に他の無効審判請求事

件で訂正請求が出されたのであれば，権利者の最新の意思が反映された訂

正請求の内容に基づき無効理由の有無が判断されることが必要となる。

このことは，例えば，無効成立審決取消訴訟の係属中に，当該特許権の

特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には，当該審

決を取り消さなければならないとされていること（最高裁平１１年３月９
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日第三小法廷判決・民集５３巻３号３０３頁）にも反映されている。この

ような事態を避けるため，特許庁における手続では，本件無効審判請求事

， ，件の審理においても 訂正請求の内容を反映させる手続をとる必要があり

具体的には，無効審判請求人（原告）に対しては，訂正請求が出された他

の無効審判事件と同様に，特許法１３４条の２第２項及び同法施行規則４

７条の３の規定に準じ，その内容を通知し，反論の機会を与えるべきであ

った。

しかるに，本件無効審判請求事件では，そのような手続を採用すること

なく，結果として審理の対象を誤る事態に導き，当事者に反論の機会が与

えられなかった点に手続上の瑕疵があるから，審決は取り消されるべきで

ある。

イ 取消事由２（新規性の判断の誤り）

(ｱ) 本件発明１についての新規性の判断の誤り

ａ 審決は，甲１発明における動物用排尿処理材の表層は，コーヒー抽

出液抽出残渣の褐色を隠すため，本件発明１と比べて「厚い」もので

なければならないとし これを理由に 甲１刊行物には 表層 が 排， ， 「 」 「

尿を吸収すると核部分の色を露見せしめる」という構成が実質的に記

載されていない旨認定する。

， ， ，しかし 甲１発明は コーヒー抽出液抽出残渣の褐色を隠すために

コーヒー抽出液抽出残渣を含む造粒物の表面を着色物の層で被覆する

というものであるが，本件発明１と甲１発明の動物用排尿処理材は，

ともに顧客の希望する商品として提供されるから，同程度の大きさの

粒（造粒物）に形成されるものであり，そうであれば，甲１発明にお

ける動物用排尿処理材も自ずとその核部分（の大きさ，厚さ）とその

表層の厚さは限定されるというべきである。

この点，甲１発明において，着色物の層を厚くすることは，たとえ
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コーヒー抽出液抽出残渣の褐色を隠すためではあっても，動物用排尿

処理材粒子の直径及び長さを増加させ，その寸法を動物用排尿処理材

の商品としての粒子の大きさを超えて大きくすることであるから，い

わば不良品を形成することになり，到底採用できるものではない。

そして，甲１発明において，着色物としての紙粉の層の厚さが薄け

れば，紙粉の層が排尿を吸収した場合に不透明性が失われて，コーヒ

ー抽出液抽出残渣を含む造粒物の褐色が露見すると想定されることは

審決も認めるところであり，このような紙（紙粉）が水に濡れた際の

性質（下層のものを透けて見えるようにする性質）などをも考慮する

と，甲１刊行物に「表層」が「排尿を吸収すると核部分の色を露見せ

しめる」という構成が実質的に記載されていない旨の審決の認定は明

らかに誤りである。

ｂ また，甲１発明は，コーヒー抽出液抽出残渣の粒子を着色して造粒

し，その段階でコーヒーの色を隠した造粒物とすることもでき（甲１

・段落【０００５ ，実施例（例７）には，灰色に着色されたコーヒ】）

ー抽出液抽出残渣配合物の表層を，当該灰色を隠すために更に紙粉の

（ 【 】層でコーティングすることが記載されている 甲１・段落 ００６４

～【００６７ 。】）

この場合，甲１発明の「コーヒーの色を隠した造粒物」が本件発明

１の「核部分」に対応し，甲１発明の「紙粉コーティング」による紙

粉の層が本件発明１の「表層」に対応するから，核部分はコーヒー抽

出液抽出残渣の褐色ではない。

そうすると，このような核部分を隠すために着色物の層を厚くする

必要はないから，この意味でも前記ａの審決の認定は誤りである。

ｃ 前記ｂのとおり，甲１発明では造粒段階において造粒物の色を灰色

等の別の色に着色することができるから，造粒物表面にある着色物の
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層の役割は，二次的な着色というよりも，尿に触れたときに粒子相互

（ 【 】，を接着させて凝集塊を形成する機能 甲１刊行物・段落 ００２０

【００２３】参照）にある。そうすると，甲１発明における着色物の

層は，凝集塊を形成するために必要な一定量付着すれば足り，着色物

の層を殊更に厚くする必要はない。

そして，本件発明１も，甲１発明と同じく核部分にコーヒー豆処理

後の残渣粉を使用するものであるから 「コーヒー抽出液抽出残渣を，

含む造粒物＝核部分」の色を隠す機能が要求される点では，本件発明

１の「表層」と甲１発明の「着色物の層」とに差異はない。むしろ，

上記ｂのとおり，核部分が別の色に着色されている甲１発明の「着色

物の層 の方が核部分の色を隠す必要性が低いといえ 甲１発明の 着」 ， 「

色物の層」の厚さが，本件発明１の「表層」に比べて厚いと判断する

根拠とはならない。

したがって，この意味でも審決の前記ａの認定は誤りである。

ｄ 本件発明１において 「表層」が「処理材が排尿を吸収しても核部，

分の色を露見せしめる表層」であるといえるためには，水に濡れて透

明になる材料や水に溶けた染料が滲出又は滲潤しやすい材料で形成さ

れることが不可欠であると解される。そうでないと，例えば水に濡れ

ない材料や撥水性の材料で形成されている場合には 本件発明 1の 表， 「

層」が「処理材が排尿を吸収しても核部分の色を露見せしめる」に至

らないからである。

この点，紙は水に対して浸透性を有するものであり，核部分の水溶

（ 「 」性染料を滲出又は滲潤するものであるから 門屋卓ほか編 製紙科学

２６３～２６４頁，昭和５７年６月３０日・有限会社中外産業調査会

発行，甲１５ ，仮に着色物の層を厚くしても「排尿を吸収すると核）

部分の色を露見せしめる」現象は大なり小なり現れるものである。そ
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の意味で，本件発明１における「排尿を吸収すると核部分の色を露見

せしめる」という点は，動物用排尿処理材が排尿を吸収した時に自然

に現れる現象を記載したものである。

そして，甲１発明の実施例（例７）における動物用排尿処理材にあ

っては，紙粉コーティング装置により着色造粒物に被着される紙粉の

量は４ｋｇであり，動物用排尿処理材の重量は２５．４８ｋｇである

から，表層の紙粉の量は１５．７重量％，表層の紙粉の厚さは，表層

の紙粉の量から按分すると，概略５ｍｍ×０．１５７÷２＝０．４ｍ

ｍである。ここで，紙粉は 「水に浸すと紙の白さや不透明性が失わ，

れる」性質を有するものであるから（前掲「製紙科学」５５１頁，甲

１３ ，０．４ｍｍの厚さの紙粉の層は 「排尿を吸収すると核部分の） ，

色を露見せしめる」表層にほかならない。

この点，甲１刊行物の実施例（例７）における動物用排尿処理材の

表層が 「排尿を吸収すると，核部分の色が表層を通して見えるよう，

になる」性質を有することについての再現実験報告書が，事実実験公

正証書（甲１６，以下「甲１６公正証書」といい，そこに記載された

実験を「甲１６実験」という ）である。すなわち，甲１６実験は，。

本件特許に無効事由があることを明らかにするため，甲１刊行物記載

の実施例７の動物の排泄物処理材を，同記載の製造方法に従って実際

に製造し，これに水分をかけ，その変化を確認するものである。甲１

６実験の結果，アンモニア水がかかった試料の表層部は，核部と同様

のコーヒー色を呈し，目視により周囲のアンモニア水が振りかからな

かった試料と判別可能であることが確認された。また，半透明様にな

った表層部から核部のコーヒー色が透けて見える状況も報告された。

これにより，核部分に含有された材料の色であるコーヒー色が表層を

通じてしみ出して浸潤する露見状況及び核部分のコーヒー色が半透明
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様の状態になった表層を通じ 透過して露見する状況が確認できた 写， （

真３１，写真３６ 。）

したがって，甲１刊行物からは，本件特許出願時における周知慣用

技術として 「吸水性を有する動物の排泄物処理材であって，造粒部，

（本件特許の「核部分」に相当する。コーヒー類似の茶色ないし茶灰

色 ）が，表面着色部（本件特許の「表層」に相当する。白色 ）にて。 。

被覆されていることを特徴とする動物の排泄物処理材」との構成に係

る動物の排泄物処理材が製作されており，同排泄物処理材は，実質的

に 「前記処理材が排尿などの水分を吸収したときに，残された表面，

着色部（表層）に造粒部の色（核部分であるコーヒー類似の茶色ない

し茶灰色）が染み出して，あるいは，造粒部の色（核部分であるコー

ヒー類似の茶色ないし茶灰色）が半透明様になった表層を通して見え

る状態となるものであること」との性質を有するものであったことが

認められる。

上記実施例に記載の動物用排尿処理材は本件発明の出願前において

既に公知の事実であり，甲１６実験は，この実施例の「処理材が排尿

を吸収すると核部分の色を露見せしめる表層にて被覆されている」こ

とを端的に示すものである。

そうすると，甲１発明は 「吸水性を有する動物用排尿処理材であ，

って，上記処理材が排尿を吸収すると核部分の色を露見せしめる表層

にて被覆されていることを特徴とする動物用排尿処理材」というべき

であるから，この意味でも，審決の前記ａの認定は誤りである。

ｅ 本件発明１の出願前においては，表層を形成する技術が未だ確立さ

れておらず，本件発明１の明細書にも表層の形成方法が明確に記載さ

れていないところ，本件発明１と甲１発明は同じ動物用排尿処理材で

あり，ともに顧客の希望する商品として提供されるものであるから，
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。 ，両者は同程度の大きさに形成されると考えるのが自然である 例えば

甲１発明の動物用排尿処理材が直径５ｍｍ，長さ１０ｍｍに形成され

るのであれば，本件発明１の動物用排尿処理材においても，ほぼ同様

の寸法に形成されるとみるのが普通である。

， 「 」 「 」 ，この場合 本件発明１の 表層 及び甲１発明の 表面着色部 は

ともに，直径が５ｍｍ，長さ１０ｍｍに形成される処理材の表面を覆

うものである以上，本件発明１の「表層」の厚さと甲１発明の「表面

着色部」の厚さは，大差なくほぼ同様の寸法に形成されるとみること

ができる。同一の条件の下では，同一の結果が得られるのは自然の理

であるから，甲１発明の表面着色部においても，乾いた状態では，造

粒物コーヒー抽出液抽出残渣の褐色の色を隠すものであり かつ 処， ，「

理材が排尿を吸収すると核部分の色を露見せしめる」ものであるとい

える。

そうすると，甲１発明は 「処理材が排尿を吸収すると核部分の色，

を露見せしめる」構成を備えるものというべきであるから，この意味

でも，審決の前記ａの認定は誤りである。

ｆ 以上と同様の理由で，審決の甲２発明～甲４発明との関係における

判断についても誤りがあるというべきである。

(ｲ) 本件発明２についての新規性の判断の誤り

ａ 審決は，甲１刊行物には，核部分が表層より暗色系の顔料又は染料

にて着色されていることが記載又は示唆されているということはでき

ないとする。

しかし，甲１刊行物においては 「着色造粒物 （コーヒー抽出液抽， 」

出残渣に着色物質の紙粉を混合して造粒されたもの）に更に紙粉コー

ティング装置で被覆物質が被着されたものが「被覆物質が被着された

コーヒー抽出液抽出残渣の着色造粒物」とされているように（実施例
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・例７参照 「着色造粒物」を形成する「着色物質の紙粉」と，紙粉），

コーティング装置５２で被着される「被覆物質の紙粉」とは区別され

ており，このコーヒー抽出液抽出残渣を造粒し，この造粒物を紙粉を

含む被覆物質により被覆し，最終的に白色に仕上げて，コーヒーの色

を隠した造粒物とすることができるものとされている（甲１刊行物・

段落【０００５ 【００２０ 。】， 】）

そうすると，甲１発明は，コーヒー抽出液抽出残渣の着色造粒物が

黒色の着色物質で着色されたものであったとしても，紙粉コーティン

グ装置５２に送って，紙粉を含む被覆物質により被覆して白色に仕上

げて，動物の排泄物処理材とする例も含まれるものであり，審決の上

記判断は誤りである。

ｂ また，甲１刊行物の実施例（例７）における着色造粒物であるコー

ヒー抽出液抽出残渣は灰色であり，完成した製品は全体が白色を呈し

ている。つまり，コーヒー抽出液残渣からなる核部分の色は灰色であ

り，それを二次的に着色した猫砂の色は白色である。このことは，核

部分が表層より暗色系に着色されることを示しており，上記審決の判

断とは異なる。

， 。したがって この意味においても審決の上記ａの判断は誤りである

， ， ，ｃ さらに 甲１刊行物には 二次的に着色する着色物質の層について

衛生的な雰囲気や，室内の色彩の調和を図るために排泄物処理材の色

彩を決定することが示されており（段落【００７６ ，そうすると，】）

審決が，コーヒー抽出液残渣を黒色に着色した場合，更に二次的に黒

色に着色すると考えるのが自然であるとの判断は甲１の記載とは異な

， 。るものであり 審決の判断は甲１刊行物の記載に基づくものではない

(ｳ) 本件発明３についての新規性の判断の誤り

審決は，甲１刊行物には，核部分に白色の無機顔料である炭酸カルシ
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ウム，酸化チタン又は合成パールを配合した際に，更に二次的に何色に

着色するかは記載されておらず，二次的に紙粉で着色した場合でも，白

色に着色された核部分を白色の紙粉で被覆することになって，表層が排

尿を吸収しても核部分の色を露見せしめる構成とはならないとする。

しかし，前記(ｱ)のとおり，動物用排尿処理材において，表層をいか

に形成するか未だ確立されておらず，本件発明１も表層をいかに形成す

るかについて示していないため，甲１発明の表面着色部と本件発明１の

表層とはともに同一に形成されるとみられるところ，本件発明１におい

ては，炭酸カルシウムといった白色の無機顔料をコーヒー抽出液抽出残

渣に充填物として含ませる場合にも 「処理材が排尿を吸収すると核部，

分の色を露見せしめる」構成となることが示されているから（段落【０

００５ 【０００７ ，甲１発明において核部分に無機顔料が含まれて】， 】）

いたとしても，表層が排尿を吸収すると核部分の色を露見せしめるとい

う構成を有するということができる。

そして，甲１刊行物の実施例（例７）には，核部分が，含水率６８％

のコーヒー抽出液抽出残渣２８ｋｇ（乾燥重量８．９６ｋｇ ，着色物）

質として紙粉（繊維長０．５～０．３ｍｍ）４ｋｇ，配合物質として紙

粉（繊維長０．８～１．５ｍｍ）６ｋｇ，安息香酸ナトリウム２０ｇ及

び吸水性ポリマー１．５キログラムを混合し，この混合物（２０．４８

ｋｇ）を造粒して，直径６．４ｍｍ，長さ１２．５ｍｍの細い円柱状の

灰色の造粒物として形成されることが示されているところ，この造粒物

は，コーヒー抽出液抽出残渣が乾燥重量で８．９６ｋｇ，着色物質とし

て紙粉が４ｋｇ，配合物質として紙粉が６ｋｇ，安息香酸ナトリウムが

２０ｇ及び吸水性ポリマーが１．５ｋｇの混合物の造粒物であり，コー

ヒー抽出液抽出残渣の割合は，８．９６÷２０．４８×１００＝４２．

７５重量％である。
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このように，コーヒー抽出液抽出残渣より多い紙粉が混合されても，

コーヒー抽出液抽出残渣の褐色の色が皆無になるわけではないから，造

粒物の色は，紙粉の白色とコーヒー抽出液抽出残渣の褐色の色が斑に混

合してほぼ灰色を呈し，白色にはならない。

そうすると，甲１発明は「白色に着色された核部分を白色の紙粉で被

覆すること」にはならないのであって，審決の前記判断は誤りである。

(ｴ) 本件発明４についての新規性の判断の誤り

本件発明４に対する審決の判断は，いずれも本件発明１に対する判断

を前提とするものであるところ 上記判断に誤りがあることは 前記(ｱ)， ，

のとおりである。

ウ 取消事由３（進歩性判断の誤り）

(ｱ) 甲１発明の「表面着色部」を構成する紙粉はパルプ粉を包含するも

のであるところ，前記のとおり，紙粉は水に浸すと紙の白さや不透明性

が失われる性質を有するものであるし，紙粉は，水溶性染料を滲出又は

滲潤する性質を有するものでもあるから，本件発明１の「排尿を吸収す

ると核部分の色を露見せしめる表層」を甲１発明に対する相違点とみて

も，当該相違点は，甲１発明の「表面着色部」のコーティング材の中か

ら紙粉を選択した場合に，当然に現れる上記性質に基づく現象を意味す

るにすぎない。

そして，本件発明１には表層をいかに形成するかについて何ら特定さ

れていないが，甲１発明において，パルプ粉等の紙粉は，コーヒー液抽

出残渣の褐色の色を隠す着色材とされ，紙粉コーティングに使用される

ものであるから，本件発明１は，甲１発明における表層の作製方法を適

用して動物用排尿処理材を作製するに当たり，コーヒー抽出液抽出残渣

の褐色を隠す目的で紙粉を選択した程度のことであり，当業者であれば

格別の発明力を要することなく想到できるものであって，その作用効果
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も甲１刊行物の記載の示す範囲を出ない。

したがって，本件発明１は，その出願前に，当業者が，甲１発明に基

づいて容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２

項の規定により特許を受けることができない。

これに対し審決は，甲１発明においてはコーヒー抽出液抽出残渣の褐

色を隠すために着色物を厚くするものであるから その表面着色部は 排， 「

尿を吸収すると露見せしめる表層」とするものではないとするが，前記

イのとおり，このような審決の判断は，商品としての動物用排尿処理材

に要求される外径及び長さを無視し，また甲１刊行物の実施例（例７）

に示される動物用排尿処理材の寸法等（直径５ｍｍ，長さ１０ｍｍ，表

層の紙粉の厚さ０．４ｍｍ〔ほぼティッシュペーパー５枚分に相当 ）〕

を看過するものである。

(ｲ) また，前記イで述べたことを前提とすれば，審決の本件発明２～５

に係る容易想到性の判断に誤りがあることは明らかである。

エ 取消事由４（実施可能要件の判断の誤り）

(ｱ) 審決は，本件発明の「動物用の排尿吸収材」において，表層が排尿

を吸収すると核部分の色を露見せしめるように構成することは，当業者

， 。ならば格別困難なく実施し得るとするが 審決の上記判断は誤りである

ａ 本件特許明細書（甲１１）は，表層に使用する材料として 「故紙，

パルプ 白色度の低いパルプ 白色度の高いバージンパルプ パ（ ）」，「 」，「

ルプスラッジ （段落【００１４ 「白色度の高いバージンパルプ」」 】），

段落 ００１５ パルプ繊維又は粉体 段落 ００１６ 故（ 【 】），「 」（ 【 】），「

紙パルプ 「バージンパルプ （段落【００１７ 「有機繊維又はそ」， 」 】），

の粉粒体 「シリカ 「ゼオライト 「ベントナイト （段落【００」， 」， 」， 」

２０ 「パルプ繊維 「パルプ （段落【００２１ ）として，表層】）， 」， 」 】

に使用する材料を例示するのみであり，ここに列挙する材料を使用し
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て，いかなる手法・構造により核部分を被覆して表層を形成するかに

ついて示すところがない。

この点，本件発明の出願前においては，動物用排尿処理材における

表層形成技術は未だ確立していなかったから，本件特許明細書の発明

の詳細な説明に記載された表層について，前記パルプ等の素材をもっ

て前記発明の詳細な説明に記載のように単に核部分を被覆するだけで

は，被覆された粒子を動かしたり，乾燥したりすると剥落し，表層を

形成することができない状態にあり，排尿を吸収すると核部分の色を

露見せしめる表層を有する動物用排尿処理材とはなり得なかったもの

である。

なお審決は，上記段落【００２１】にシリカに吸水性があることを

前提とする記載があることに関し，シリカ等の無機物も粉流体にすれ

ば，粒子間に水を吸収すると考えられるし，シリカ等は吸水性のある

多孔質のものが一般に知られているとするが（審決２０頁下４行～下

１行 ，シリカは石英に代表される二酸化珪素の別称であり，二酸化）

珪素はゼオライト等とは異なり吸水性を有しておらず 「吸水性のあ，

」 ，る多孔質のものが一般的に知られている ということはできないから

審決の上記判断は誤りである。

ｂ また，請求項１は 「上記処理材が…表層にて被覆されている」と，

特定するに止まり，その記載上，表層が何に接触して被覆するのか明

確でないし，本件特許明細書の発明の詳細な説明を見ても，表層が何

に付着するか明確でない。

この点，本件特許明細書（甲１１）には，発明の効果として 「こ，

の発明によれば…又表層によって良好な外観性を付与することができ

る。従って内部（核部分）には機能を損なわない範囲で任意の材質を

選択できる （段落【００２４ ）と記載されているが，この記載に。」 】
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おいて 特に 核部分としないで 内部 核部分 とするのは 表， ， ，「 （ ）」 ，「

層」の内部の一例として「核部分」を示すものであるから，表層の内

部の構成は明確でない。

ｃ また，本件発明１の動物用排尿処理材の核部分はどのようにして形

成されているのか，表層は核部分に対してどのような組成で，どのよ

うな構造で形成されているのか，また，核部分と表層部分の明度の差

， ，をどの程度とするか その際の表層部分の厚さはどの程度とするか等

物の発明において，殊に，表層について考慮すべき事項は何も記載さ

れていない。

例えば，本件発明４は 「上記核部分が水溶性の顔料又は染料にて，

。」着色されていることを特徴とする請求項1記載の動物用排尿処理材

と規定され，その態様として，本件特許明細書（甲１１）には，｢…

顔料又は染料は水溶性のものを用い，排尿の吸収によって顔料又は染

料が表層に滲出し核部分の色を露見できるようにする。｣(段落【００

０６】)と記載されているが，上記態様において，核部分にどのよう

な顔料または染料をどの程度の量使用し，さらに，表層にどのような

材料を用いて，どの程度の厚さで形成すれば上記「表層に滲出し核部

分の色を露見できる」ことが可能となるかを示唆する記載は一切見ら

れない。そのため，審決においては，コーヒー抽出液抽出残渣の褐色

を隠すために着色物の紙粉の層を厚くする場合は 「表層」が「排尿，

を吸収すると核部分の色を露見せしめる」という構成が実質的に記載

されているものではないとしており，これは，着色物の紙粉の層が厚

，「 」 「 」い場合は 表層 が 排尿を吸収すると核部分の色を露見せしめる

ことができないことを示すものである。審決におけるこの判断は，表

層にどのような材料を用いて，どの程度の厚さで形成することが明確

でなければならないということを示すものである。
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さらに，本件特許明細書（甲１１）の実施例には，核部分及び表層

部分に，どのような材料を，どの程度使用し，どのような製造工程で

製造するか等，通常の実施例に相当する記載がなく，具体的な製造方

法といえるものは一切開示されていない。

ｄ 以上のとおり，本件特許明細書には，本件発明に規定された「排尿

を吸収すると核部分の色を露見せしめる表層にて被覆」した複合層構

造とするための具体的な実施方法が記載されていない。そのため，核

部分と表層部の材料の選択，核部分の大きさと表層部の厚さ，核部分

と表層部との明度差など，相互に関連する考慮すべき事項が多岐にわ

たり，技術常識を考慮しても，当業者に期待し得る程度を超えた試行

錯誤が必要となるものであって，これらは「適宜選択」できるもので

はない。

したがって，本件特許明細書の発明の詳細な説明は，本件発明の発

明の構成に欠くことができない事項である「吸水性を有する動物用排

尿処理材であって，処理材が排尿を吸収すると核部分の色を露見せし

める表層にて被覆されていることを特徴とする動物用排尿処理材 」。

について，当業者が容易にその実施をすることができる程度に，その

発明の構成及び効果が記載されているということはできない。

ｅ この点，審決は，本件発明１の「動物用の排尿吸収材」において，

表層が排尿を吸収すると核部分の色を露見せしめるように構成するに

際して，選択した材料に応じて，表層である例えば紙粉の厚さを適宜

選択して，動物の尿を吸収すると核部分の色を露見せしめるようにす

ることは，当業者であれば，格別困難なく実施し得ると認められると

する。

しかし，本件特許明細書には，表層を形成するのに，吸水性ポリマ

ーや接着剤の使用の必要性について何も記載されていないのであるか
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ら，紙粉の厚さを適宜選択した程度では，当業者といえども，明細書

の記載に基づいて格別困難なく動物用排尿処理材を実施し得るとはい

えない。

そして，本件発明１において，表層の原材料として，吸水性樹脂又

は接着剤を記載していないが 「吸水性樹脂又は接着剤」を加入する，

補正は，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１７条２項の

， 「 」規定により 願書に最初に添付した明細書に 吸水性樹脂又は接着剤

の記載がないから，補正をすることができない。

本件発明１において，そのような性質の動物用排尿処理材とするた

めには，本件特許明細書の記載では足りず，さらに，核部分と表層部

の材料の選択，核部分の大きさと表層の厚さ，核部分と表層部との明

度差など，相互に関連する考慮すべき構造に係る事項が多岐にわたり

開示されることが必要である。さもなくば，そのような性質の動物用

排尿処理材を得るためには，技術常識を考慮しても，当業者に期待し

得る程度を超えた試行錯誤を課することとなり，当業者といえども容

易に実施をすることができない。

なお，訴外会社である株式会社大貴は，自社の独自技術に基づきそ

の製品を製造しているのであって，本件特許明細書の記載とは無関係

である。

(ｲ) また，本件特許明細書には 「水溶性染料 （請求項４）が具体的に， 」

いかなる染料を使用するものであるか 「暗色系の顔料 （請求項２）が， 」

いかなる顔料をいうのか，具体的な記載がない。染色や着色の分野にお

いて 「非水溶性の染料」及び「水溶性の顔料」とは，どのようなもの，

か不明であるから，当業者が容易に実施することはできない。この点審

決は 「非水溶性の顔料又は染料」及び「水溶性の顔料又は染料」につ，

いて，それぞれ 「非水溶性の（顔料又は染料 」及び「水溶性の（顔料， ）
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又は染料 」の意味に解されると判断するが（審決２０頁下８行～下５）

行 ，上記判断の根拠は説明されていない。）

， ， ， ，(ｳ) また 本件特許明細書は 本件特許３に関連して 炭酸カルシウム

クレー，珪石等の無機物を水に溶解させて処理材に配合することを示し

ているが（段落【００２３ ，上記無機物は水に不溶であるから，当業】）

者は本件特許３の内容を容易に実施することはできない。

２ 請求原因に対する認否

請求原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが，同(4)は争う。

３ 被告の反論

審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

(1) 取消事由１に対し

原告は，別件無効審判請求事件（無効２００７－８００１６６号事件）の

中で被告が訂正請求を行った際，特許庁は原告に対し，本件無効審判事件に

おいても特許法１３４条の２第２項及び同法施行規則４７条の３の規定に準

じてその内容を通知し，反論の機会を与えるべきであり，かかる手続が採用

されなかったことが手続上の瑕疵に当たる旨主張する。

しかし，そもそも同一の特許権を対象として無効審判事件が起きたとして

も，その当事者，提出する攻撃防御方法及び審判の進行は，全く異なる。訂

正請求は無効審判における被請求人の防御方法の一つであり，請求人に対す

る訂正請求書の送達などの手続は，この防御方法に対する攻撃方法の提出の

機会を与えることにすぎないから，被請求人がかかる防御方法を提出しない

事件においては，そもそも，これに対する請求人の攻撃方法の提出はあり得

ない。

したがって，ある無効審判事件において訂正請求がなされた際，特許法１

３４条の２第２項等を準用して別の無効審判事件においてもその訂正請求書

を送達するなどの手続を取るべき基礎ないし準用すべき根拠は存在しないか
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ら，原告の主張は失当である。

なお，特許法上，複数の無効審判請求事件を併合審理すべき義務を定めた

規定はなく，併合審理するか否かの判断は特許庁の裁量に委ねられている。

(2) 取消事由２に対し

ア 本件発明１についての新規性の判断の誤りにつき

(ｱ)ａ 原告は，甲１発明は商品としての動物用排尿処理材の大きさから

自ずと着色物である表層の厚さが限定され，甲１発明の表層は排尿を

吸収すると核部分の色を露見せしめる構成が特許請求の範囲に実質的

に記載されていると主張するところ，同主張は，甲１発明はこれに用

いられる着色物による表層は一定の薄さがあれば当然に核部分の色が

透けて見え又は核部分の色がしみ出して見える性質を有しても構わな

いとの思想を内在していることを前提とするものである。

しかし，甲１発明の特許請求の範囲には，請求項１から請求項３が

記載されているが，このいずれにも核部分の色が表層を通して（複合

層を維持したまま）見えるようになることを構成とする旨の記載が一

切存在しないし，甲１刊行物のそのほかの部分においてもかかる記載

は存在しない。むしろ，甲１発明は，その段落【０００３】及び【０

０２１】に記載されているとおり，排尿を吸収しても核部分の色が見

えないようにすることをその発明の目的とし，この目的を達成する内

容とする手段が記載されているものである。

ｂ すなわち，甲１発明は，段落【０００５】において，造粒物の表面

はコーヒー抽出液抽出残渣の固有の色と異なる色を有する着色物質に

より着色されるとされ，①コーヒー抽出液抽出残渣を着色して造粒物

を作る，②この造粒物を二次的に着色する，③コーヒー抽出液抽出残

渣を造粒し造粒物を着色物質により着色する，といった３つの製法が

記載されている。そして，段落【０００６】では，着色物質として白
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色のもの，黒色のもの，青色のもの，緑色のもの又は黄色のものを用

いる旨が記載されている。①及び③は，着色のタイミングが異なるも

のの，単にコーヒー抽出液抽出残渣を着色物質により着色するだけの

， ，製法であり これも甲１発明を実施する製法の一内容とされているが

上記のとおり，黒色など遮光性が高く着色物質には下層の色を透視し

又は下層の色がしみ出して見えるようにするには不適切な色・物質を

使用することも想定していること，白色の着色物質の場合でも白色の

鉱物の中でも遮光性が強い酸化チタンも使用することを想定している

ことなどからすると，甲１発明が当然に核部分の色が透けて見え又は

核部分の色がしみ出して見える性質を有しても構わないとの思想を有

しているとの前提自体が誤っているというべきである。

ｃ さらに，段落【００３５】から【００４２】の記載に見られるよう

に，実施例の例１から例３までは，攪拌装置でコーヒー抽出液抽出残

渣，着色物質及び配合物質（これは，接着能，吸水性及び殺菌作用を

与えるために混合される。段落【００２０】参照 ）を攪拌して造粒。

装置で押し出し造粒した後，噴霧装置で着色物質である炭酸カルシウ

ムや配合物質である高吸水性樹脂等を噴霧して乾燥させるとの製法が

記載されている。

これらは，前記②の製法を実施する例であるが，例１から例３の実

施例を見ると，炭酸カルシウムや塩化ナトリウムが配合されたコーヒ

ー抽出液抽出残渣は，最初の攪拌・造粒により白色の造粒物となり，

その後炭酸カルシウムや高吸水性樹脂等の被覆物質（これらは，上記

のとおり，着色，吸水性，接着能等を付与する目的を有する ）噴霧。

されて全体が白色の製品にできあがることが記載されている。

そして，これらを猫が排泄に使用した後については，排泄した部分

が容易に取り出すことができたこと，脱臭性に優れ，においが発生す
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ることを避けることができたことなどが記載されてはいるが，使用部

分と未使用部分とを変色により区別できた旨は記載されていない。む

しろ 【発明が解決しようとする課題】の項目において 「コーヒー抽， ，

， ，出液抽出残渣の褐色の色は 動物の飼い主の好むところでないために

問題とされている。

ところで，動物の排泄物処理材は，一般に，室内で使用されるため

に，衛生的な感じを与える色調であることが要求されている。本発明

は，コーヒー抽出液抽出残渣のもつ褐色の色彩による動物排尿処理材

としての商品価値の低下に係る問題点を解決することを目的としてい

る 」としているように，甲１発明は，室内で使用した場合に（すな。

わち，動物の排尿を吸収した場合に）衛生的な色調を保つことを目的

とし，さらに【作用】の項目には「コーヒー特有の色が隠されて，排

泄物処理材の使用時における，例えば室内の調度との調和，衛生感，

使用者の好み及び色彩雰囲気等に応じることが可能」と記載されてい

るように，使用時，すなわち排尿の吸収によっても変色しないことが

指向されているのである。

さらに，そもそも，これらの実施例では，被覆物質に紙粉は用いら

れておらず，かえって鉱物であり遮光性を有する炭酸カルシウムが被

覆物質として使用されているのである。

このように，造粒物及び表層の双方が白色となる製法が実施例とし

て挙げられていること，使用後の変色により使用部分と未使用部分と

を区別することができたとの記載がなく，むしろ変色しないことを指

向していること，鉱物であり遮光性のある炭酸カルシウムが被覆物質

として使用されていることなどからすると，甲１発明が当然に核部分

の色が透けて見え又は核部分の色がしみ出して見える性質を有しても

構わないという思想を有しているとの前提自体が誤っているというべ
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きである。

， 【 】 【 】 ，ｄ また 段落 ００４６ から ００５２ の記載に見られるように

例４及び例５の実施例では，攪拌装置によってコーヒー抽出液抽出残

渣，着色物質及び配合物質を攪拌し，造粒装置で造粒した後，第１噴

霧ノズルから炭酸カルシウムや高吸水性樹脂等を噴霧し，第２噴霧ノ

ズルから紙粉を噴霧するとの実施例が記載されている。そして，いず

れの実施例も着色物質には白色の炭酸カルシウムが用いられ，最初の

造粒物自体も白色であり，第２噴霧後に乾燥させて完成させた後も白

色である。こうして，造粒物から表層に至るまでが全体的に白色とな

っており，もともと，吸水すると新たに現れる色が存在しない。

また，猫が使用した後を観察した状態も述べられ，アンモニア臭を

感じなかったこと，排泄した部分については容易に取り出すことがで

（ 。 【 】 。）きた 配合物質により接着したからであろう 段落 ００２０ 参照

， 。ことは記載されているが 変色したことは記載されていないのである

さらに，第１噴霧ノズルからは被覆物質として白色の鉱物であり遮光

性を有する炭酸カルシウムが使用されており，この被覆をさらに覆う

ため第２噴霧ノズルから紙粉が噴霧されている。

そして，段落【００４９】には，この２回の噴霧の効果について，

「二回の噴霧により被覆物質の被着を行うことができる。この場合，

一回目の噴霧と同様の被覆物質の配合で再度繰り返し行うことしても

よいが，着色物質の比率を一回目の噴霧の場合より高めて行うことに

より，着色効果を高めることができる 」と記載されているように，。

この２回の噴霧は着色効果を高め，排尿の前後を通じて下層の色が見

えることを防止することを目的としている。

このように，造粒物，第１噴霧及び第２噴霧のいずれもが白色とな

る製法が実施例として挙げられていること，第１噴霧においては鉱物
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であり遮光性を有する被覆物質が使用されていること，２回の噴霧は

着色効果を高め排尿の前後を通じて下層の色が見えることを防止する

ことを目的としていること，使用後に変色により使用部分と未使用部

分とを区別する記載がないこと（むしろ変色しないことを指向してい

ることは上記のとおりである ）などからすると，甲１発明が当然に。

核部分の色が透けて見え又は核部分の色がしみ出して見える性質を有

しも構わないという思想を有しているとの前提自体が誤っているとい

うべきである。

ｅ 段落【００５３】から【００５５】には，尿ｐＨ指示薬を使用する

。 ， ，実施例６が記載されている これによると コーヒー抽出液抽出残渣

着色物質及び配合物質を攪拌・造粒して白色造粒物を作り，造粒物に

第１噴霧ノズルからポバール及び紙粉の被覆物質が噴霧され，第２噴

霧ノズルから紙粉が噴霧され，乾燥後に尿ｐＨ指示薬が塗布されると

の製法が記載されている。

なお，尿ｐＨ指示薬を用いる場合については，段落【００１２】に

「着色物質及び配合物質の色彩を例えば白一色に揃えると，指示薬の

発色の確認が容易となり，適宜の指示薬を配合して，動物の排泄物に

よる検診を簡単に行うことができる ，段落【００１３】に「尿ｐＨ。」

指示薬の場合は，使用される着色物質及び配合物質はｐＨに影響を与

えないものとされる 」などとあるとおり，指示薬の発色が確認しや。

すいようにすることを重視している。例６の実施例に用いられた指示

薬はＢＴＢ溶液であるが，同溶液は，ｐＨにより色が変化し，酸性で

， ， ， ，は黄色 弱酸性では黄緑色 中性では緑色 弱アルカリ性では緑青色

アルカリ性では青色を呈するが（乙１ないし３ ，かかる発色の確認）

を正確に行うためには，指示薬の色の変化のほかに核部分の色までも

が表層から透けて見え又はしみ出して見えることを避ける必要がある
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ことは明らかである。現に，甲１発明における上記記載において，着

色物質と配合物質の色彩を白一色に揃えると指示薬の発色の確認が容

易となる旨が記載されており，核部分の色が見えるようになることは

予定していないことを読み取ることができる。

こうした記載からは，甲１発明が，排尿により，指示薬の発色のほ

かに核部分の色が透けて見え又はしみ出して見えるような性質を有し

ても構わないという思想を有しているとの前提自体が誤っているとい

うべきである。

ｆ ちなみに，現実に，被告が，本件特許権を実施して「ブルーノ」の

名で製品を製造・販売するまで，表層を維持したまま核部分の色が透

けて見え又はしみ出して見えることにより，使用部分と未使用部分と

を区別する動物用排尿処理材は，市場にはなかった（乙４ないし乙１

５ 。）

また，訴外会社である株式会社大貴は，平成１１年１１月１９日，

特許通常実施契約により被告から本件特許権に関する通常実施権を付

与され（乙１６ ，同通常実施権を実施することにより初めて，平成）

１２年から，同様の製品をペットライン株式会社（以下「ペットライ

ン社」という ）にＯＥＭ（相手先ブランド生産）による供給を始め。

。 （ ）たのである 平成１１年４月に発行されたペット用品カタログ 乙１

には，訴外会社の供給先であるペットライン社の商品として，排尿に

より色が変わる猫砂は掲載されていない。しかし，平成１２年４月発

行の同カタログ（乙２）には，ペットライン社の新商品として「お花

畑シリーズ ひなげし」が掲載されており，同商品は排尿により色が

変わることを謳っている。カタログに上記の掲載があるだけでなく，

同業者も，平成１１年に被告が業界で初めて色が変わる猫砂を製造・

販売し，訴外会社は平成１２年から同様の製品を製造・販売し始めた
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ことを認めている（乙６ないし乙１５ 。）

(ｲ) 原告は，甲１発明の実施例７において，着色物の層でコーヒー抽出

液抽出残渣の褐色を被覆する前に着色物の層で薄められて灰色にされて

おり，表層はその灰色を隠すものであるから，コーヒー抽出液抽出残渣

の褐色を隠す場合と異なり，表層の厚さは薄く，審決は事実に反する旨

主張する。

原告の上記主張は，甲１発明が，排尿により，指示薬の発色のほかに

核部分の色が透けて見え又はしみ出して見えるような性質を有しても構

わないという思想を有していることを前提としているが，その前提自体

が誤りであることは，前記(ｱ)のとおりである。

なお原告は，甲１発明の実施例７の再現実験を行った結果とする甲１

６公正証書を提出し，これにより，甲１発明は，排尿の吸収により核部

分の色が透けて見え又はしみ出して見えることを構成とすることが実質

的に記載されていることを裏付けようとする。しかし，そもそも甲１６

実験は，甲１発明の実施例７で挙げられている配合物質（吸水性樹脂）

とは異なる原材料を用いており（第２・１ ，そのはがれやすさ等が異）

， ，なり得るほか 実施例７では噴霧ノズルで被覆物質が噴霧されるところ

甲１６実験では，被覆物質を手で振りかけてかき回すことにより塗布し

た旨が記載されており（第２・２（５ ，やはり被覆物質の厚さ・密度））

・接着度などが実施例７に記載された製造方法の場合とは異なり得る。

また，甲１６実験でコーティング用被覆物質としてポリビニルアルコー

ルが用いられていることが記載されているところ，ポリビニルアルコー

ルは，糊の役割を果たすものであり，この濃度及び量が被覆物質を噴霧

した際の接着度に影響を与えるが，甲１６実験における使用濃度・使用

量等は明らかではなく，この点でも同号証記載の実験は，実施例７の製

造方法とは異なり得るものである。
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したがって，甲１６公正証書に基づいて，甲１発明は，排尿の吸収に

より核部分の色が透けて見え又はしみ出して見えることを構成とするこ

とが特許請求の範囲に実質的に記載されていると解されるべきではな

い。

(ｳ) 原告は，甲１発明においては，造粒段階の造粒物の色はすでに灰色

等の別の色に着色されているから，着色物の役割は二次的な着色よりも

凝集塊の形成機能にあり，殊更に着色物の層を厚くし核部分の色を隠す

必要はないから，審決は誤りである旨主張する。

， ， ， ， ，しかし 原告の上記主張は 前記のとおり 甲１発明が 排尿により

指示薬の発色のほかに核部分の色が透けて見え又はしみ出して見えるよ

うな性質を有しても構わないという思想を有していることを前提として

いる点において誤りである。

また，甲１刊行物の段落【００４６】～【００４８ 【００５０】～】，

～【００５５】において，実施例４から実施例６が被覆物質を２回噴霧

することにより被覆物質の被着を行う例として記載されており 段落 ０， 【

】 ， ，０４９ において ２回の噴霧により被覆物質の被着を行うことができ

着色物質の比率を１回目の噴霧の場合より高めて行うことにより着色効

果を高めることができることが記載されている。このように，より着色

効果を高める方法も実施例として挙げられていることからすると，被覆

物質の役割は単なる凝集塊の形成だけにあるのではなく，核部分の色を

隠す目的・役割があるというべきであって（ 作用】の項目には，着色【

物質は，コーヒーの色を隠し，使用時における調度との調和，衛生感，

使用者の好みに応じることが可能であることが明確に記載されてい

る ，核部分の色を隠す必要はないとする原告の主張は，誤りである。。）

(ｴ) 原告は，甲１発明は，本件発明１と同様に 「水に濡れて透明になる，

材料」又は「水に溶けた染料が滲出又は滲潤し易い材料」である紙粉を
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表層に用い，さらに，その表層の厚さは実施例７によると０．４ｍｍで

あり，排尿を吸収すると核部分の色を露見せしめる表層にて被覆されて

いるといえるから，審決は誤りであると主張する。

， ， ， ， ，しかし 原告の上記主張は 前記のとおり 甲１発明が 排尿により

指示薬の発色のほかに核部分の色が透けて見え又はしみ出して見えるよ

うな性質を有しても構わないという思想を有していることを前提として

いる点において誤りである。

また，被覆物質の厚さを０．４ｍｍであるとする原告の上記計算は造

粒物の密度と被覆物質の密度とがほぼ同じであることを前提とするもの

であり，造粒物と被覆物質とでは使用する材料が異なるし，また造粒物

は攪拌混合された後，１ｃ㎡当たり数ｋｇから数十ｋｇの強い圧力で押

し出し造粒されたものであるのに対し被覆物質は噴霧されただけである

から，両者の密度は大きく異なり，原告が主張するような単純な計算で

被覆物質の厚さを算出することはできない。むしろ，造粒物の密度が大

きく，被覆物質の密度は小さいことからすると，原告が主張するよりも

被覆物質の厚さが厚いものと考えられる。したがって，原告の主張は誤

りである。

(ｵ) 原告は，本件発明１と甲１発明とは，表層部の材料を同じくするほ

か，各発明により製造される動物用排尿処理材の寸法もほぼ同じである

から，いずれの表層部も排尿を吸収すると核部分の色を露見せしめるも

のであり，審決が，甲１発明は排尿を吸収すると核部分の色を露見せし

めるという構成が実質的に記載されているということはできないと判断

したことは誤りである旨を主張する。

しかし，本件発明１は，本件特許明細書（甲１１）の【実施例 ，段】

落【００１４ 【００１６ 【００２０ 【００２１】などに記載され】， 】， 】，

ているように，その表層をパルプ繊維，粉体等の有機繊維を主として使
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用するが，散乱等を防止するために重量を付加する目的で無機物も含ま

せるなどして製造するものであり，表層は主としてパルプ等の繊維で形

成される。

これに対し，甲１発明における実施例１ないし３は，コーヒー抽出液

抽出残渣に着色物質である炭酸カルシウムと配合物質である小麦粉，ポ

リビニルアルコール，茶殻，高吸水性樹脂，澱粉糊などを攪拌混合して

白色の造粒物を製造した後，着色物質である炭酸カルシウムと配合物質

である高吸水性樹脂及びポリビニルアルコールを噴霧して製造するもの

である。また，甲１発明における実施例４ないし６は，白色造粒物を製

造した後，第１噴霧ノズルから炭酸カルシウム，高吸水性樹脂，ポリビ

， ，ニルアルコールを噴霧し 続いて第２噴霧ノズルから①炭酸カルシウム

高吸水性樹脂，ポリビニルアルコール（以上は実施例４ ，②紙粉（以）

上は実施例５，６）を噴霧して製造するものである。このように，実施

例１から実施例６においては，造粒物の色自体が白色であり，その後に

噴霧される着色物質も白色であるが，かかる各実施例は，特許請求の範

囲として挙げられている請求項１ないし請求項３を実施するための例で

あるから，かかる例が挙がっていること自体，甲１発明が排尿を吸収す

ると核部分の色を露見せしめるとの思想を前提としていないことの表れ

というべきである。実施例７から実施例１０のように，造粒物が灰色と

なり白色の被覆用着色物質で被覆される例が掲げられていたとしても，

この理は変わらない。

そもそも，甲１発明はコーヒー抽出液抽出残渣を着色物質により着色

してコーヒーの色を隠した造粒物を作るものであり，色の種類はさまざ

まな色が予定され，紙粉は，数ある色の中でも白色の着色物質として使

用することを予定している一材料にすぎず，ほかの着色物質に変更可能

なものにすぎないから，甲１発明は，被覆用着色物質が白色以外のもの
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を使用することも予定しているし，白色のものであっても遮光性の強い

（ 【 】，鉱物である酸化チタンも使用することを予定している 段落 ０００５

【０００６】参照 。。）

また，寸法についても，各業者により異なっており，統一された規格

はない。製品の長さはまちまちであるし，直径も３ｍｍから７ｍｍ程度

の幅の差がある。

したがって，本件発明１と甲１発明とは，表層部の材料・製品の大き

さを同じくするとはいえないし，甲１発明は表層部が排尿を吸収すると

核部分の色を露見せしめるとの思想を前提としていないから，原告の前

記主張は誤りである。

(ｶ) 原告は，甲２発明～甲４発明との関係における審決の判断も，同様

の理由により誤りである旨主張する。

， ， ，ａ しかし 甲２発明は 茶殻に配合物質及び着色物質を攪拌混合させ

さらに被覆物質を噴霧するものであるところ，前記(ｱ)ないし(ｵ)で主

張したのと同様の反論が妥当する。また，甲２刊行物の段落【００３

１】に記載されているように，着色物質及び配合物質が攪拌混合され

た茶殻配合物は，着色物質の色に応じて，白色，黄色，緑色又は青色

等の色を呈するとされ，また段落【００５７】に記載されているよう

に，実施例１ないし４は，白色の着色物質を中心にされているが，白

色に代えて白色以外の色彩の着色物質を単独又は適宜混合して使用す

ることができるとされている。さらに，段落【００３４】から【００

５７】に記載された実施例１ないし４は，いずれも，茶殻，着色物質

及び配合物質を攪拌混合して白色の造粒物を形成した後，第１噴霧ノ

ズルから紙粉，高吸水性樹脂等の被覆用の着色物質を噴霧し，さらに

第２噴霧ノズルから紙粉，木粉，高吸水性樹脂等の被覆用着色物質を

噴霧して動物用排尿処理材を製造しているが，着色物質としては，段
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落【０００８】に記載されているとおり，種々の色のものがあり，黒

色のものや鉱物のように遮光性のある色や鉱物も記載されていること

からすると，これらを二重に噴霧することも予定されているのである

から，甲２発明は，到底，排尿を吸収すると核部分の色を露見せしめ

る構成とするとの思想を有しているとはいえないものである。

ｂ 次に，甲３発明についても，前記(ｱ)～(ｵ)の主張が妥当する。さら

に，甲３刊行物には被覆物質の着色効果を高める方法が記載され，当

該着色物質としては，白色，黒色，青色，緑色又は黄色の物質が予定

され（４頁参照 ，この中には遮光性のある色や鉱物もあることも併。）

せて考えると，甲３発明は，到底，排尿を吸収すると核部分の色を露

見せしめる構成とするとの思想を有しているとはいえないものであ

る。

ｃ また，甲４発明についても，前記(ｱ)～(ｵ)で主張したことが妥当す

るから，同発明は，到底，排尿を吸収すると核部分の色を露見せしめ

る構成とするとの思想を有しているとはいえないものである。

イ 本件発明２についての新規性判断の誤りにつき

(ｱ) 原告は，コーヒー抽出液抽出残渣に混合する「着色物質の紙粉」と

「 」 「 」 ，着色造粒物 を被覆する 被覆物質 とは区別されるべきものであり

甲１刊行物の段落【００２０】の記載からはコーヒー抽出液抽出残渣の

着色造粒物を，紙粉を含む被覆物質により被覆して最終的に白色に仕上

げる例もあること，実施例７は造粒物をコーティング装置に送り配合物

質の紙粉で被覆する例であること，二次的な着色についての上記審決の

判断は甲１刊行物の段落【００７６】の記載とは異なることなどから，

上記審決の判断は誤りである旨主張する。

しかし，本件発明２は，本件発明１と同様に，核部分の色を露見せし

める表層にて被覆されていることを特徴とするものであるが，甲１発明
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は，前記アのとおり，かかる思想を有しないから，そもそも上記主張は

当たらない。

また，甲１発明は，コーヒー抽出液抽出残渣に混合する「着色物質」

と着色造粒物を被覆する 被覆物質 とを区別して 被覆物質 には 着「 」 「 」 「

色物質」よりも暗色系の色彩を用いることを示唆してはいない。

， 【 】 「 ， ，なお 段落 ００７６ の 使用場所の色調に合わせて 種々の色調

即ち適宜の色彩の排泄物処理材を選ぶことが可能となり，衛生的な雰囲

気はもとより，室内の色彩の調和を保つことができる 」との記載から，。

直ちに二次的に表層部を着色する色彩が造粒物の色彩よりも淡い色とす

ることを予定しているとはいえないのであって，審決の判断が誤りであ

るとはいえない。

ウ 本件発明３についての新規性判断の誤りにつき

， ， ，原告は 審決の判断は 甲１刊行物の例７等を無視するものであるから

誤りである旨主張するが，上記実施例７においても，そもそも排尿を吸収

すると核部分の色を露見せしめる構成とするとの思想を有しているとの前

提を欠くことは，前記アのとおりである。

また，甲１発明が，被覆用着色物質として白色以外のものも使用するこ

とを想定していることも前記のとおりであり，このことからも，排尿を吸

収すると核部分の色を露見せしめる構成とするとの思想を有しているとの

前提を欠くことは明らかである。

したがって，原告の上記主張は誤りである

エ 本件発明４についての新規性判断の誤りにつき

原告は，本件発明４に対する審決の判断は，いずれも本件発明１に対する

判断を前提としているため，誤りである旨を主張するが，審決の本件発明１

に対する判断に誤りはないから，原告の主張は誤りである。

(3) 取消事由３に対し
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原告は，動物用排尿処理材に要求される外径及び長さには限度があり，例

えば甲１刊行物の実施例７では表層の厚さは０．４ｍｍにすぎず，甲１発明

の表層においても排尿を吸収すると核部分の色が透過し又は滲潤することに

より見えるようになること，本件発明１は，甲１発明の表層を形成する物質

の中から紙粉を選択した程度であることなどから，当業者であれば，甲１発

明から本件発明１を容易に想到することができるものであると主張する。

しかし，甲１刊行物の実施例７の表層の厚さに関する原告の主張が失当で

あることは前記のとおりである。また，排尿を吸収すると核部分の色が表層

を透過し又は滲潤することにより見えるようにすることが甲１発明の構成で

ないことについても，前記のとおりである。

そして，前記のとおり，被告が本件発明１を実施して動物用排尿処理材を

製造・販売するまで，市場には排尿を吸収すると色が変わる製品はなく，訴

外会社は，本件発明１の通常実施権を取得した後，初めて同様の製品を製造

・販売し始めたのである。

以上によれば，当業者であれば，引用発明１から本件発明１～５を容易に

想到し得たとはいえない。

(4) 取消事由４に対し

原告は，当業者が本件発明を容易に実施することはできないから，本件発明

は無効である旨主張する。

しかし，本件発明は，排尿を吸収すると核部分の色が透過又は滲潤すること

により見えるようになることで，使用部分と未使用部分とを区別することがで

きることをその構成要件とする発明である。

そして，本件特許明細書（甲１１）の【実施例】には使用する材料が記載さ

れ，段落【００１２】から【００２１】まで，核部分を故紙パルプで作り表層

をそれよりも白色度の高いパルプ 例えばバージンパルプ で作る例 段落 ０（ ） （ 【

０１４ ，核部分をコーヒー豆処理後の残渣粉で形成して表層を故紙パルプ又】）
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はバージンパルプ等で作る例（段落【００１６ 【００１７ ，核部分を着色】， 】）

し表層を明色にして明度に差をつけて排尿を吸収したときに，核部分の色が表

層をとおして露見するとの例（段落【００１９ ）が記載され，かかる例から】

は，表層の厚さ，表層に用いる材料の量，表層の吹きつけ方，核部分に使用す

る材料又は着色料等を工夫することにより，多大な実験を要することなく，前

記の構成要件を満たす動物用排尿処理材を製造することは可能である。

実際に，訴外会社が，平成１１年１１月１９日，原告に対し，特許通常実施

， ，契約により被告から本件特許権に関する通常実施権を付与した後 訴外会社は

被告の製造方法に関する指導を受けることなく，本件特許に係る特許公報を基

にして，色が変わる猫砂を製造・販売し始めたのである。したがって，本件特

許明細書に詳細な製造方法まで逐一記載されていないからといって実施可能要

件を欠くとはいえない。

なお，水溶性顔料の用語が各種特許公報に用いられていることは明らかであ

るし，仮にかかる用語が技術用語ではないとしても，前記の構成要件を得るた

めの製造方法が分からず本件発明を実施することができないなどということは

ない。

第４ 当裁判所の判断

１ 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯 ，(2)（発明の内容 ，(3)（審決） ）

の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。

２ 取消事由１（手続上の誤り）について

原告は，別件無効審判請求事件（無効２００７－８００１６６号事件）の中

で被告が訂正請求を行った際，特許庁は原告に対して，本件無効審判請求事件

においても特許法１３４条の２第２項及び同法施行規則４７条の３の規定に準

じてその内容を通知し反論の機会を与えるべきであり，かかる手続が採用され

なかったことが手続上の瑕疵に当たる旨主張する。

しかし，別件無効審判請求は審決取消訴訟が平成２０年（行ケ）第１０２８
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８号事件として当庁に係属中で未確定であり（弁論の全趣旨 ，これが未確定）

である以上，本件無効審判請求事件において審判の対象とされるべき特許の内

容は訂正前のもの，すなわち本件特許である。そして，特許無効審判請求事件

は，同一特許を対象とするものであっても，明文の規定がない限り，請求人か

らの請求毎に別々に審理・判断されるべきものであり，一方の審判請求事件に

おいて訂正の請求があったからといってそれが他方の審判請求事件に当然に効

力が生じることはない。したがって，別件無効審判請求事件において被請求人

たる被告から訂正請求がなされたとしても，本件無効審判請求事件において被

請求人から訂正請求がなされていない以上，これらを審理する特許庁において

別件訂正請求の内容を本件無効審判請求人（原告）に通知したり反論の機会を

与える法的義務が生じるものではないというべきである。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

３ 取消事由２（新規性の判断の誤り）について

(1) 本件発明の意義

ア 本件発明の内容は，前記第３，１(2)アのとおりである。

， （ ） ， 。イ また 本件特許明細書 本件特許公報・甲１１ には 次の記載がある

(ｱ) 産業上の利用分野

・ 「この発明はセルロース繊維等の有機繊維又は有機粉等を主成分として粒状化

又はペレット状化等した吸水性を有する動物用排尿処理材に関する 段落 ０。」（ 【

００１ ）】

(ｲ) 従来の技術

・ 「特許第１６９６８８５号によってパルプ又はこれらの残渣を主成分とし，こ

れに無機充填材を配合し粒状化した愛玩動物用排尿処理材が提供され，これを

契機としてパルプ化する前の木粉又はコーヒー豆の抽出残渣を主成分としたも

の，又はこれに適宜着色等を施し商品性を高めた排尿処理材が出願されるに至

っているが，最近これら処理材に排尿のペーハーによって変色する薬剤を配合
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して，使用前と使用後の状態を判別できるようにした動物用排尿処理材が提供

されている （段落【０００２ ）。」 】

(ｳ) 発明が解決しようとする問題点

・ 「上記排尿処理材の使用部分（排尿された部分）と未使用部分（排尿されてい

ない部分）の判別がつけば，使用部分のみを交換することができるので経済的

であり，又放置して異臭を放つ問題も解消できるが，従来例は排尿のペーハー

によって変色する薬剤の使用を前提としている。例えばそれだけで家庭内で使

用される排尿処理材としての適性が疑われ，商品性を損なう。加えて便器に流

した後の廃水処理の問題も懸念される （段落【０００３ ）。」 】

(ｴ) 問題点を解決するための手段

・ 「この発明は，前記吸水性を有する動物排尿処理材において，これを排尿を吸

収すると核部分の色を露見できるようにした表層で覆い，複合層構造にして排

尿の有無を判別できるようにした思想を提供する。この複合層構造によって，

前記薬剤を使用せずに 上記判別を可能にした処理材が形成できる 段落 ０， 。」（ 【

００４ ）】

・ 「一例として上記核部分は顔料又は染料によって表層より暗色系の着色を施し

上記判別を可能にする。他例として核部分に積極的に着色を施さず，素材が本

来有する母材色を利用して，表層より核部分が暗色系になるように使い分けし

上記判別を可能にする （段落【０００５ ）。」 】

・ 「又上記顔料又は染料は水溶性のものを用い，排尿の吸収によって顔料又は染

料が表層に滲出し核部分の色を露見できるようにする （段落【０００６ ）。」 】

・ 「又上記処理材に炭酸カルシューム又はクレー等を主成分とする無機顔料を充

填物として含ませることによって処理材に重みを付け，散乱，動物への付着を

防止しつつ上記露見構造とする。無機顔料は重量付与効果に適しているが，有

機顔料又は有機染料による着色は廃水処理において適正である （段落【００。」

０７ ）】
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(ｵ) 作用

・ 「この発明によれば排泄物処理材を複層構造にして，排尿の含水により表層を

通して核部分の色を露見できるので，排尿によって発色する薬剤を用いずに，

排尿における使用前と使用後の状態を的確に判別でき，使用部位のみを交換す

る利点も享受できる （段落【０００８ ）。」 】

(ｶ) 実施例

「 （ ）・ 前記のように対象とする動物排尿処理材は例えばパルプ パルプ残渣を含む

又は木粉又はコーヒー豆の粉砕体又はコーヒー蒸留後の残渣等に代表される有

機繊維又は有機粉を主成分とする吸水材から成る。これら吸水材には無機充填

材，でん粉，吸水性ポリマー等を選択的に配合する。又上記処理材として藁の

粉砕物，紙の粉砕物（紙粉，小紙片）を用いる （段落【０００９ ）。」 】

・ 「図１，図２に示すように，上記粒状物１又はペレット状物２を形成する吸水

材は核部分１ａ，２ａを，排尿を吸収すると核部分１ａ，２ａの色を露見せし

める表層１ｂ，２ｂにて被覆している （段落【００１１ ）。」 】

・ 「一例として核部分１ａ，２ａは表層１ｂ，２ｂより暗色系の顔料又は染料に

て着色し，上記排尿吸収時に表層１ｂ，２ｂを通し該着色が露見されるように

する。上記核部分１ａ，２ａは単層構造にして，上記着色を施すか，又は複層

構造にしてその最外層を着色層とする （段落【００１２ ）。」 】

・ 「他例として上記核部分１ａ，２ａは組成する繊維又は粉粒体自身が有する母

材色によって表層１ｂ，２ｂより暗色にする （段落【００１３ ）。」 】

・ 「換言すると，表層１ｂ，２ｂを核部分１ａ，２ａより明色（白等の無色と言

われる色を含む）にし，核部分１ａ，２ａをこれより暗色にする。素材自身が

有する母材色を利用する手段として，核部分１ａ，２ａを故紙パルプ（白色度

の低いパルプ）で作り，表層１ｂ，２ｂをそれより白色度の高いバージンパル

プ等で作る。ここにパルプとはパルプスラッジを含む （段落【００１４ ）。」 】

・ 「故紙パルプはインキ成分によって付色されており，暗灰色を呈する。これを
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これより白色度の高いバージンパルプ等の繊維又は粉体から成る表層１ｂ，２

ｂで被覆し，排尿の吸収時に表層１ｂ，２ｂを通して核部分１ａ，２ａの色が

露見できるようにする （段落【００１５ ）。」 】

・ 「又は核部分１ａ，２ａをコーヒー豆処理後の残渣粉にて形成し，表層１ｂ，

２ｂをパルプ繊維又は粉体等の吸水性を有する素材にて被覆する （段落【０。」

０１６ ）】

・ 「上記核部分１ａ，２ａを形成するコーヒー豆処理後の残渣は褐色を呈してお

り，表層１ｂ，２ｂは故紙パルプにしてもバージンパルプにしてもその明度に

おいて白色度がはるかに高い。これを利用して排尿の吸収時に，表層１ｂ，２

， 。」（ 【 】）ｂを通して核部分１ａ ２ａの色が露見できるようにする 段落 ００１７

・ 「又他例として核部分１ａ，２ａに非水溶性の顔料又は染料にて着色を施し，

上記判別可能な構造にすることができる （段落【００１８ ）。」 】

・ 「更に他例として核部分１ａ，２ａの全体又は外層部分に水溶性の顔料又は染

。 ， ，料にて着色を与える この実施例においては排尿にて含水する時 核部分１ａ

２ａの着色が表層１ｂ，２ｂに滲潤して核部分の色を露見し使用後と使用前を

判別できるようにしている。この発明は核部分１ａ，２ａと表層１ｂ，２ｂと

を前者を暗色にし，後者を明色にして，明度に差をつけて，排尿吸収時に表層

１ｂ，２ｂを通して核部分１ａ，２ａの色を露見できるようにした思想を開示

している （段落【００１９ ）。」 】

・ 「又この発明は核部分１ａ，２ａと表層１ｂ，２ｂとを異材質にして排尿吸収

時に表層１ｂ，２ｂを通して核部分１ａ，２ａの色を露見できるようにした思

想を開示している。… （段落【００２０ ）」 】

・ 「上記思想に従った一適例について再述すると，核部分１ａ，２ａ（パルプ繊

維）に顔料又は染料にて積極的に着色を施し，これを上記着色を施していない

表層１ｂ，２ｂ（パルプ繊維）で被覆することによって鮮明な露見色を得るこ

とができ，又パルプは入手が容易で安価であり，商品性を高める （段落【０。」
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０２１ ）】

(ｷ) 効果

・ 「この発明によれば吸水材から成る動物用排尿処理材において，その核部分と

表層とに明度に差を持たせた複層構造とする，又は核部分に表層より暗色系の

着色を施した複層構造にすると言う着想により，排尿吸収時に表層を通して核

部分の色が露見できるようにした上記処理材が提供でき，従来の排尿のペーハ

ーを検出して変色する薬剤を用いずに，使用前と使用後の判別が的確に行なえ

る上記処理材の形成が可能であり，これにより使用後の処理材のみを交換でき

る利点も享受できる。又表層によって良好な外観性を付与することができる。

従って内部（核部分）には機能を損なわない範囲で任意の材質を選択できる 」。

（段落【００２４ ）】

， ， ，ウ 以上によれば 本件発明は 吸水性を有する動物用排尿処理材において

使用前と使用後の状態を色により判別できるようにしたものである。従来

技術においては，排尿処理材に排尿のペーハー（ＰＨ，水素イオン濃度指

数）によって変色する薬剤を配合して上記判別を行うものがあったが，薬

剤の使用は家庭内で使用される排尿処理材としての適性の観点及び便器に

流した後の排水処理の観点から問題があったことから，本件発明１は，排

尿を吸収すると核部分の色を露見できるようにした表層で覆い，複合層構

造にして排尿の有無を判別できるようにした思想を提供するものであり，

これにより上記薬剤を用いることなく，使用前と使用後の判別が的確に行

える動物用処理材の形成を可能ならしめたものである。また，本件発明２

～５は，上記本件発明１を引用しつつ（ただし，本件発明５は，引用する

請求項が特定されていない ，その核部分の構造について特徴を持たせた）

従属項である。

(2) 本件発明１と甲１発明の対比

ア 甲１刊行物には，動物用排尿処理材を構成する「表層」について，次の
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記載がある。

・ 「 産業上の利用分野】本発明は，動物，特に猫科及び犬科動物並びにその他愛【

玩動物等の動物の粒状の排泄物処理材の製造方法及びその装置に関し，特に，焙煎

コーヒー豆からコーヒー抽出液を抽出する際に生じる焙煎コーヒー豆のコーヒー抽

出液抽出残渣の有効利用を図る，動物，特に猫科及び犬科動物並びにその他愛玩動

物等の動物の粒状の排泄物処理材の製造方法及びその装置に関する （段落【００。」

０１ ）】

・ 「 従来の技術】家畜，愛玩動物等の動物の排泄物処理材，特に屋内での排泄物【

処理材としては，砂，ベントナイト，ゼオライト，製紙用パルプ，パルプスラッジ

などを小塊状に成形して使用されている。この種の愛玩動物の排泄物処理材は，例

えば室内で使用されるところから，清潔で，衛生的であることが望まれ，使用後，

清潔さ及び衛生上の点から，廃棄処理され易いのが望まれる。しかし，砂，ゼオラ

イト，ベントナイトなどの無機物の場合は，使用時，砕けて埃となり易く，また，

使用後放置する間に汚臭を発生しても，非可燃物であるため焼却処理を行うことが

できず，また下水等に流すこともできない。そこで，消臭効果が低く，価格が高い

が，吸水能に優れ，可燃物であるところから，製紙用パルプ及び紙粉の小塊状成形

物が使用されている。また，本発明者は，焙煎コーヒー豆のコーヒー抽出液抽出残

渣，所謂コーヒー粕が，大きい吸臭能を有する点に着目して，コーヒー抽出液抽出

。」（ 【 】）残渣を動物の排泄物処理材として有効利用することを提案した 段落 ０００２

・ 「 発明が解決しようとする課題】このコーヒー抽出液抽出残渣の有効利用は，【

コーヒー抽出液の抽出残渣が，缶コーヒー，インスタントコーヒー等のコーヒー飲

料の需要の増加に伴い，膨大な量に上り，しかもコーヒー抽出液抽出残渣には，多

量の脂肪が含有されていて，その処理に多大の費用を要しているところから，コー

ヒー飲料産業の最大の課題を解決するものである。しかし，コーヒー抽出液抽出残

渣の褐色の色は，動物の飼い主の好むところでないために，問題とされている。と

ころで，動物の排泄物処理材は，一般に，室内で使用されるために，衛生的な感じ
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を与える色調であることが要求されている。本発明は，コーヒー抽出液抽出残渣の

もつ褐色の色彩による動物排泄物処理材としての商品価値の低下に係る問題点を解

決することを目的としている （段落【０００３ ）。」 】

・ 「本発明において，製造される焙煎コーヒー豆のコーヒー抽出液抽出残渣の造粒

物の表面は，該コーヒー抽出液抽出残渣の本来有する色，即ち，該コーヒー抽出液

。 ，抽出残渣の固有の色と異なる色を有する着色物質により着色されている この場合

コーヒー抽出液抽出残渣の粒子を該着色物質により着色し，次いでこの着色された

コーヒー抽出液抽出残渣の粒子を造粒して，コーヒーの色を隠した造粒物とするも

でき，またこの造粒物に二次的に更に着色することもできる。またこの他に，コー

ヒー抽出液抽出残渣を造粒し，この造粒物を該着色物質により着色して，コーヒー

の色を隠した造粒物とすることができる （段落【０００５ ）。」 】

・ 「本発明において，着色物質として，顔料及び染料を使用することができる。こ

のような顔料及び染料には，白色のものとして，紙粉，炭酸カルシウム，酸化チタ

ン及び合成パールがあり，… （段落【０００６ ）」 】

・ 「着色されたコーヒー抽出液抽出残渣造粒物は，依然コーヒー臭を有し，且つ脂

肪を含有するが，コーヒー抽出液抽出残渣の造粒物の表面を着色物質で被覆するこ

とにより，コーヒー臭い及び表面の脂肪による感触は緩和される。… （段落【０」

００７ ）】

・ 「本発明において，着色物質及び配合物質の色彩を例えば白一色に揃えると，指

示薬の発色の確認が容易となり，適宜の指示薬を配合して，動物の排泄物による検

診を簡単に行うことができる。… （段落【００１２ ）」 】

・ 「本発明において，このような指示薬を配合する場合には，指示薬の発色を容易

に検出できるようにするために，コーヒー抽出液抽出残渣の乾燥粒子の表面を白色

に着色し，これに白色乃至略白色の配合物質に指示薬を添加混合したものを配合す

るのが好ましい。この場合，上記の白色の顔料及び染料に替えて，白色乃至略白色

の増量材等の配合物質を着色物質として使用することができる。したがって，例え
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ば上に列記の白色の着色物質以外に，例えば，ベントナイト，ゼオライト，炭酸カ

ルシウム及び石膏等の鉱物質の白色配合物質，並びに小麦粉，紙粉，製紙用パルプ

粉，製紙スラッジ及びＣＭＣ等の白色配合物質を，コーヒー抽出液抽出残渣粒子の

表面の着色物質として，使用することができる。尿ｐＨ指示薬の場合は，使用され

る着色物質及び配合物質はｐＨに影響を与えないものとされる。例えば紙粉，チタ

ン白等が使用される （段落【００１３ ）。」 】

・ 「 作用】本発明において，動物の排泄物処理材は，脱臭に優れるコーヒー抽出【

液抽出残渣を含む造粒物が，例えば噴霧により塗布された着色物質で着色されてい

るので，コーヒー特有の褐色の色が隠されて，排泄物処理材の使用時における，例

えば室内の調度との調和，衛生感，使用者の好み及び色彩雰囲気等に応じることを

可能とし，商品の多色化に応じて，適宜の色調に製造することができる。本発明に

おいて，動物の排泄物処理材はコーヒー抽出液抽出残渣を含む造粒物表面が着色物

質で着色されているので，表面に付着した排泄物は，処理材により容易に包むこと

ができ，排泄物の汚臭等は，コーヒー抽出液抽出残渣に吸着されて周囲に汚臭が放

散されることはない （段落【００２１ ）。」 】

・ 「…さらに，本発明の排泄物処理材は，特に着色物質で着色してあるので，尿検

査用指示薬を配合しても，その発色を際立たせることが容易であり，動物の排泄し

た尿の色を検査して，動物の健康状態を監視することが容易となる （段落【００。」

２２ ）】

イ 以上の記載によれば，甲１発明は，脱臭に優れるコーヒー抽出液抽出残

渣を原料として動物の排泄物処理材を製造するに当たり，同残渣の粒状物

（本件発明１における核部分に相当）の呈する褐色が飼い主の好む色でな

いことから，これを解決するために，コーヒー抽出液抽出残渣を造粒する

際，残渣粒子を着色し，またこれを二次的に更に着色し，又はコーヒー抽

出液抽出残渣を造粒したものを着色することによって，コーヒーの色を隠

した造粒物とすることができるというものである。
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ここで，甲１発明における着色物の層は，本件発明１における「表層」

， （ ）に相当するものであり これはコーヒー抽出液抽出残渣の粒状物 核部分

が有する色（褐色）を隠すために施されるものであるということができる

ところ，甲１刊行物には 「表層」がもつ核部分の色（褐色）を隠すとい，

う機能が，排尿吸収前のみにおいて奏するものか，それとも排尿吸収後に

おいても奏するものかについて明示的な記載はなく，原告は，これが排尿

吸収前のみに奏すべき機能であると主張する。

しかし，甲１発明は，室内で使用されるために衛生的な感じを与える色

調を持つことが要求されているところ（段落【０００３ ，このような要】）

求は排尿吸収前に限られるものではなく，排尿吸収後においても求められ

ていると解される これに加えて 上記段落 ００１２ ００１３ ０。 ， 【 】，【 】，【

０２２】のとおり，甲１発明は，尿との接触により発色する指示薬の配合

を許容するものであるといえるところ，仮に甲１発明が排尿吸収後におい

て核部分の色（褐色）を隠す機能を失うと，排尿吸収によってコーヒー抽

出液抽出残渣の色（褐色）が発現してしまい，指示薬の発色を容易に確認

し得ないことになる。さらに，甲１刊行物には，指示薬の発色を容易に検

出するために「表層」を構成する着色物質として白色ないしほぼ白色が好

ましい旨記載されているところ，排尿吸収後に核部分の色が見えてしまう

ということになれば，着色物質として敢えて上記のような色を選択使用し

て指示薬の発色を際立たせるようにしても意味がないことになりかねな

い。

以上のような事情を併せ考慮すれば，甲１発明において着色物の層が有

する核部分の色を隠すという機能は，排尿吸収前のみならず，排尿吸収後

においても奏することを，その基本的な技術的思想とするものということ

ができる。これに反する原告の主張は採用することができない。

ウ そうすると，甲１刊行物には，排尿吸収後において表層に核部分の色が
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浸潤したり透過するなどして露見するようになることが実質的に記載され

， ， ，ていると認めることはできず 本件発明１と甲１発明とは 本件発明１は

表層が，排尿を吸収すると核部分の色を露見せしめるのに対し，甲１発明

にはそのような構成がない点において相違するから，両発明が同一である

ということはできない。

エ(ｱ) これに対し原告は，甲１６公正証書を提出し，甲１刊行物の実施例

における例７を再現した甲１６実験の結果得られた動物用排尿処理材

は，排尿吸収後において，表層と核部分とから成る複合層構造を維持し

たまま，核部分の色が浸潤したりあるいは透過して表層を通して見える

， 。構成を有するから 甲１発明も上記構成を有するものであると主張する

(ｲ) しかし，前記イのとおり，甲１発明は，排尿吸収後においても核部

分の色が見えないようにすることを技術思想とするものであるから，甲

１６実験の結果，原告が主張するような動物用排尿処理材が製造された

としても，これをもって甲１発明の実施品ということはできない。

(ｳ) また，甲１６公正証書には，紙粉のコーティングについて，次の記

載がある。

・ 「(4) コーティング用被覆物質の混合

上記により計測してビニール袋に入れた原材料⑥ないし⑧をミキサーで攪

拌混合した （第２「事実実験 ，２「実施例７資料の作成」(4)）。」 」

・ 「(5) コーティング

…② 上記により形状をそろえた造粒物を各容器分ごとに，順次振動ふるい

の上に置き，振動させながら，先ほど混合しておいたコーティング用被覆物

質を，手で上から振りかけて手でかき回しながら手動で噴霧・塗布した（写

真２２ 。付着しなかった被覆物質の塊は手で取り除いた。また，これら造粒）

物をふるいに入れ，振動ふるいの上に置き，手でかき回し塗布した（写真２

３ 。…）
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③ これら２回の作業により被覆された造粒物は，前記の乾燥機に入れて乾

燥した （同(5)）。」

以上によれば，甲１６実験は，造粒物に対して紙粉をコーティングす

るに際し，コーティング用被覆物質を手で振りかけて手でかき回す程度

の作業を行っているにすぎない。

(ｴ) 他方，甲１刊行物における実施例の例７についての記載である段落

【００６４】～【００６７】には紙粉コーティング装置５２の具体的構

成について記載がないものの 「スクリュ押し出し造粒機５０の出口に，

は，押し出された造粒物が互いに付着し合わないように，振動コンベア

ー５１が設けられている。振動コンベアー５１の出口には，接着機能を

有する配合物質が噴霧され，着色物質の紙粉がまぶされる。配合物質及

び着色物質が添加された造粒物は紙粉コーティング装置５２に送られ

る。紙粉コーティング装置５２は，図３にその詳細が示されている。振

動コンベアー５１には，接着機能を有する配合物質を，造粒物に添加す

るために，バインダー添加用のスプレー５３が設けられている。バイン

ダー添加スプレー５３は，バインダータンク５４の出口に設けられてい

るギァポンプ５５に接続し，定量弁５６を備える流路５７に接続してい

る。振動コンベアー５１には，さらに，紙粉添加用のフィーダー５８が

設けられている。紙粉添加用のフィーダー５８は，底部にロータリーバ

ルブ５９を備える紙粉添加用の原料ホッパー６０の出口下方から，紙粉

コーティング装置５２に延びて設けられている （段落【００５８ ，。」 】）

「配合物質及び着色物質が添加された造粒物は，紙粉コーティング装置

５２に送られる。紙粉コーティング装置５２には，スクリュ押し出し機

とコンベアースクリーンが設けられている。スクリーン押し出し機は，

造粒物の表面に付着した紙粉が造粒物の表面から容易に剥落しないよう

に，常に造粒物粒子に外力を加えるために，出口に向けて細くなるよう
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（ ）」（ 【 】） ，に形成されている 図３参照 段落 ００５９ との記載によれば

紙粉コーティング装置５２には，造粒物に付着しない紙粉を除去するた

めに，振動コンベア６１が設けられており，振動コンベアー６１の出口

は流動乾燥機６２に接続しており，付着しない紙粉が除去された造粒物

は，１０％以下の水分含量になるまで流動乾燥されることが記載されて

いる。

以上によれば，甲１発明における紙粉コーティング装置５２とは，図

３における振動コンベア５１より後ろのスクリュ押し出し機６３からコ

ンベアスクリーン７０までの一連の装置を指すと解される。すなわち，

例７の実施態様では，段落【００６１】のとおり，造粒物は振動コンベ

ア５１の出口で接着機能を有する配合物質が噴霧され着色物質の紙粉が

まぶされ（段落【００５８ ）た後，出口に向けて細く形成されたスク】

リュ押し出し機６３に送られて造粒物の表面に付着した紙粉が容易に剥

落しないように紙粉コーティングが加圧下で行われ，コンベアスクリー

ン６４で付着しなかった余分な紙粉が取り除かれ，コンベアスクリーン

６６で配合物質又はバインダーが噴霧され，回転式シフター６７で紙粉

が添加された後，上述の紙粉コーティング以下の工程が再度繰り返され

るというものと認められる。

(ｵ) そうすると，甲１６実験の上記(ｳ)の工程が，出口に向けて細く形成

されたスクリュ押し出し機を用いて造粒物の表面に付着した紙粉が容易

に剥落しないように加圧下で紙粉をコーティングするという甲１発明の

工程に相当するといえないことは明らかである。

したがって，この意味においても，甲１６実験を前提とする原告の主

。 ，張は採用することができない その他原告の甲１６実験に関する主張は

前記認定を左右するものではない。

オ(ｱ) また原告は，本件発明１と甲１発明の動物用排尿処理材は，ともに
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顧客の希望する商品として提供されるから，同程度の大きさの粒に形成

されるものであり，そうであれば甲１発明における動物用排尿処理材も

自ずとその核部分の大きさ・厚さとその表層の厚さが限定されるから，

紙が水に濡れた際の一般的な性質からすれば，甲１発明の表層は排尿を

吸収すると核部分の色を露見せしめるという構成が実質的に記載されて

いる旨主張する。

しかし，甲１刊行物の記載をみても，甲１発明の造粒物ないし表層に

相当する部分について原告の上記主張のように限定すべき理由は見当た

らず，甲１刊行物をもって甲１発明における動物用排尿処理材の表層の

厚さが原告主張のように限定されるものと解することはできない。

また，原告の上記主張について，動物用排尿処理材が複合層構造を採

る場合に，その表層の厚さ等が常に核部分の色を露見せしめる程度に限

定されるとの技術常識があることをいうものと解したとしても，そのよ

うな技術常識の存在を認めるに足りる証拠はない。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

(ｲ) また原告は，甲１発明の実施例（例７）には，コーヒー抽出液抽出

残渣の粒子を灰色に着色して造粒することができるなど，核部分の色を

隠すために着色物の層を厚くする必要がない場合がある旨主張する。

しかし，原告の指摘する実施例（例７）には，灰色に形成した造粒物

について 「造粒されたコーヒー抽出液抽出残渣の着色造粒物は，紙粉，

コーティング装置５２に送られ，噴霧装置１９に送られ，噴霧ノズル２

２から，紙粉４ｋｇ，ハイモ株式会社製の高吸水性樹脂ハイモサブ５０

０（登録商標）６００ｇ及びポリビニルアルコール４００ｇの被覆物質

が噴霧された。被覆物質が被着されたコーヒー抽出液抽出残渣の着色造

粒物は，振動コンベアー６１，流動乾燥器６２に送られ，乾燥された。

乾燥されたコーヒー抽出液抽出残渣の着色乾燥造粒物の１ｍｍ以上の粒
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径のものが除かれ，コンベヤによつて取出し，直径５ｍｍ，長さ１０ｍ

ｍの猫のトイレ用の砂が得られた （段落【００６６ ）として，灰色。」 】

に造粒した上で更にコーティングを施すことが記載されている。

このように，甲１発明は，たとえ核部分が灰色に着色された場合であ

ると否とにかかわらず，排尿吸収時に表層が当該核部分の色を露見しな

いよう被覆することをその技術的意義に含むものということができるか

ら，上記の点を考慮に入れてもなお甲１発明は前記相違点を有するもの

といわざるを得ない。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

(ｳ) また原告は，甲１発明では造粒段階において造粒物の色を褐色以外

の色に着色することができることからすると，甲１発明における造粒物

表面の着色物の層の役割は尿に触れたときに粒子相互を接着させて凝集

塊を形成する機能にあるとみるべきであり，同機能を発揮させるために

は殊更にこれを厚くする必要はないとか，本件発明１と甲１発明とでは

核部分の色を隠す機能が要求される点で差異がなく，むしろ，核部分が

別の色に着色されている甲１発明の方が着色物の層（表層）が厚くなら

ない旨主張する。

しかし，甲１発明は，たとえ核部分が灰色に着色された場合であると

否とにかかわらず，排尿吸収時に表層が当該核部分の色を露見しないよ

う被覆することをその技術的意義に含むものであることは前記(ｲ)に説

示したとおりであって，たとえ甲１発明の着色物の層に凝集塊を形成す

る機能があってもこの点が左右されるものではない。また，前記イ，ウ

に説示したところから明らかなとおり，甲１発明は，表層が排尿を吸収

しても核部分の色を露見せしめないものであり，この点で本件発明１と

相違するものであることからすると，甲１発明における表層は単に核部

分の色を隠すだけではなく，排尿吸収時にも当該核部分の色が露見しな
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い程度の厚さを有するものでなければならないというべきであるから，

甲１発明の核部分が別の色に着色されていたとしても，それにより直ち

に甲１発明の方が本件発明１より表層が厚くならないということはでき

ない。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

(ｴ) また原告は，本件発明１における「排尿を吸収すると核部分の色を

露見せしめる」との構成は，動物用排尿処理材が排尿を吸収した時に自

然に現れる現象を記載したものであるところ，実施例（例７）に基づく

甲１発明の動物用排尿処理材における表層の紙粉の厚さは０．４ｍｍで

あるから，甲１発明の表層は「排尿を吸収すると核部分の色を露見せし

める」ものである旨主張する。

しかし，原告の上記主張は甲１発明の表層が排尿吸収時に当該核部分

の色を露見せしめないものであることを看過する点で，その前提におい

て採用することができないし，原告の主張する表層の紙粉の厚さについ

てみても，これは甲１刊行物の実施例（例７）における表層の紙粉の量

と動物用排尿処理材の重量から按分して求めたものにすぎないなど，同

実施例における表層の厚さが常にこの値になるべきものと評価すること

はできない。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

(ｵ) また原告は，本件発明１の出願前においては表層を形成する技術が

未だ確立されていなかったから，同じ動物用排尿処理材である本件発明

１と甲１発明とは同じ程度の大きさに形成され，表層の厚さも同様と解

すべきであるから，甲１発明は排尿を吸収すると核部分の色を露見せし

める構成を備えるものである旨主張する。

しかし，前記(ｱ)に説示したとおり，甲１刊行物の記載上，甲１発明

の造粒物ないし表層について原告主張のように限定すべき理由は見当た
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らず，また，動物用排尿処理材が複合層構造を採る場合に，その表層の

厚さ等が常に核部分の色を露見せしめる程度に限定されるとの技術常識

があると認めることもできないから，原告の上記主張は採用することが

できない。

(3) 本件発明１と甲２～甲４発明との対比

原告は，本件発明１は甲２発明～甲４発明との関係においても新規性を欠

， 「 」くものである旨主張するが その具体的根拠については 以上と同様の理由

と述べるのみで具体的に主張するところがない。

そして，甲２発明～甲４発明は，核部分の材料において甲１発明と異なる

ものの，核部分の色が露見しないように表層を着色する点においては甲１発

明と同様であって，以上の説示が同様に妥当するというべきであるから，原

告の上記主張は採用することができない。

(4) 本件発明２～４と甲１～甲４発明との対比

原告は，本件発明２～本件発明４についても新規性が欠如する旨主張する

が，これらの発明はいずれも本件発明１を引用する従属項であり，本件発明

１が甲１発明～甲４発明との関係で新規性に欠けるものでないことは前記の

とおりであるから，原告の上記主張はその前提において採用することができ

ない。

４ 取消事由３（進歩性判断の誤り）について

原告は，本件発明１の相違点に係る構成が甲１～甲４発明から容易想到であ

ると主張する。

しかし，前記３のとおり，本件発明１の技術的な意義は排尿に触れることで

核部分の色が露見する点にあるのに対し，甲１発明の技術的な意義は核部分の

色が露見しないことにあり，また，前記３に説示したところに照らせば，甲１

刊行物には本件発明のように排尿を吸収した場合に核部分の色が露見すること

は記載も示唆もされていないというべきであるから，甲１発明に基づいて本件
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発明１が容易想到ということはできない。その他，甲２～４刊行物の記載をみ

ても，これらから本件発明１が容易想到であるということもできない。

なお原告は，この点に関する審決の判断が，商品としての動物用排尿処理材

に要求される外径及び長さを無視するものであるとか 甲１刊行物の実施例 例， （

７）により示唆される動物用排尿処理材の寸法等を看過するものであるなどと

， ， ，主張するが これらの主張を採用することができないことは 前記３(2)オ(ｱ)

(ｴ)において説示したとおりである。

， ，また原告は 本件発明２～５についても同様に容易想到であると主張するが

本件発明２～５が前提とする本件発明１が容易想到であるということができな

い以上，これらの発明についても容易想到ということはできない。

５ 取消事由４（実施可能要件の判断の誤り）について

原告は，本件発明は本件特許明細書の記載に基づいて実施可能であるという

ことはできない旨主張する。

しかし，本件特許明細書（本件特許公報・甲１１）の記載内容及び本件発明

の意義は前記３のとおりであるところ，これによれば，本件発明は，核部分を

繊維又は粉体で成る表層で覆い，表層が排尿を吸収すると核部分の色を露見せ

しめるようにした動物用排尿処理材であり，このような本件発明において，表

層が排尿を吸収すると核部分の色を露見せしめるように構成するに際し，選択

した材料に応じて表層である例えば紙粉の厚さを適宜選択して，動物の尿を吸

収すると核部分の色を露見せしめるようにすることは，特許法旧３６条４項に

いう当業者（発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）であれ

ば格別困難なく実施し得るものというべきである。

これに対し原告は，本件発明の出願前（平成６年１２月２９日前）において

は動物用排尿処理材における表層形成技術は未だ確立していなかったなどと主

張するが，紙を水に浸すと紙の不透明性が失われ透けて見えるようになること

が技術常識であることは，原告自身が指摘するところであり，このような性質
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を応用して表層を形成することが困難であると解することはできない。

その他，原告は染料ないし顔料，シリカの吸水性等を問題とするが，これら

はいずれも上記当業者において適宜選択すべき事柄に属するものというべきで

あって，その点に関する明細書の記載が本件発明の実施を困難ならしめるもの

とは認められない。

したがって，原告の上記主張はいずれも採用することができない。

６ 結論

以上によれば，原告主張の取消事由はすべて理由がない。

よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所 第２部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 森 義 之

裁判官 澁 谷 勝 海


